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「京都地方税機構広域計画」新旧対照表

現 行 変更案

京都地方税機構広域計画 京都地方税機構広域計画

第１ 広域計画の概要 第１ 広域計画の概要

＜中略＞ ＜中略＞

１ 広域計画の策定趣旨 １ 広域計画の策定趣旨

京都地方税機構広域計画（以下「広域計画」という。）は、 京都地方税機構広域計画（以下「広域計画」という。）は、

京都地方税機構（以下「広域連合」という。）並びに広域連合 京都地方税機構（以下「広域連合」という。）並びに広域連合

を組織する京都府及び京都市を除く京都府内市町村（以下「構 を組織する京都府及び京都市を除く京都府内市町村（以下「構

成団体」という。）が、相互に密接な連携を図りながら、地方 成団体」という。）が、相互に密接な連携を図りながら、地方

税及び国民健康保険料の滞納整理事務並びに構成団体が賦課す 税の課税に関わる一部の事務、地方税及び国民健康保険料の滞

べき地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システム 納整理事務並びに構成団体が賦課すべき地方税の税額を共同で

の整備等に関する事務を、総合的、効果的、効率的に処理する 算定するために必要な電算システムの整備等に関する事務を、

ための指針として、地方自治法第291条の７第１項の規定によ 総合的、効果的、効率的に処理するための指針として、地方自

り策定するものです。 治法第291条の７第１項の規定により策定するものです。

＜中略＞ ＜中略＞

第２ 基本方針 第２ 基本方針

広域連合は、構成団体の税業務を統合的に行うことにより、納 広域連合は、構成団体の税業務を統合的に行うことにより、納

税者の利便性向上や業務の効率化を図り、公平・公正な税業務を 税者の利便性向上や業務の効率化を図り、公平・公正な税業務を
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より一層推進します。 より一層推進します。

(1) 地方税のうち、法人関係税（法人の府民税、市町村民税及び

事業税並びに法人の事業税の賦課徴収と併せて賦課徴収するこ

ととされている地方法人特別税をいう。以下同じ。）の課税事

務を効率的に行い、納税者の利便性向上を図るとともに、課税

客体の早期完全捕捉に努め、構成団体における適正な課税を促

進します。

(1)～(3) ＜略＞ (2)～(4) ＜略＞ （繰下げ）

第３ 広域連合及び構成団体が行う事務 第３ 広域連合及び構成団体が行う事務

１ 広域連合が行う事務 １ 広域連合が行う事務

(1) 法人関係税に係る申告書等課税資料の収集、税額の算定、調

査及びこれらに関連する事務

ア 申告書等の送付、受付

広域連合は、申告書等用紙を納税者に送付するとともに、

申告書等の受付を行います。

イ 申告書等課税資料の管理及び調定データ等の作成

広域連合は、法人関係税の各種申告や届出等の課税資料及
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び電子申告（eLTAX）に基づく課税データを広域連合の法人

関係税等支援システムに取り込み、名寄せ、申告情報等の一

括管理を行うとともに、調定データ等の作成を行います。

ウ 課税客体捕捉調査の実施

広域連合は、申告内容を審査し、必要な調査を行うととも

に、未申告、未登録案件の申告督励、届出指導や現地調査な

どにより、課税客体の捕捉率向上を図ります。

(1)～(4) ＜略＞ (2)～(5) ＜略＞ （繰下げ）

２ 構成団体が行う事務 ２ 構成団体が行う事務

(1) 法人関係税の課税権の行使に係る意思決定等

構成団体は、法人関係税の適正申告について、納税者への広

報等に努めるとともに、広域連合から申告情報等のデータを受

けて調定決議を行い、これらに関連する収納事務及び納税証明

書発行事務を行います。また、構成団体に提出された申告書等

の受付事務を行い、当該申告書等を広域連合へ送付します。

(1)～(4) ＜略＞ (2)～(5) ＜略＞ （繰下げ）


